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議第55号 

 

多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正するについて 

 

多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年条例第29号）

の一部を次のように改正するものとする。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例 

多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年条例第29号）

の一部を次のように改正する。 

別表第２ 22の部市長の款生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準ずる保護

の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規

則で定めるものの項中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律による自立支援給付の支給に関する情報」の次に「（以下「障害者自立支援給付関

係情報」という。）」を加え、同表23の部市長の款多治見市福祉医療費の助成に関する

条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものの項中 
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「 

 

 

                        

」を 

「 

高齢者の医療の確保に関する法律による被保険

者の資格又は後期高齢者医療給付の支給に関す

る情報であって規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるも

の 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規

則で定めるもの 

生活保護（外国人）関係情報であって規則で定

めるもの 

障害者自立支援給付関係情報であって規則で定

めるもの 

                       」に改める。 

附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

  

高齢者の医療の確保に関する法律による被保険

者の資格又は後期高齢者医療給付の支給に関す

る情報であって規則で定めるもの 
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議第56号 

 

多治見市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正するについて 

 

多治見市福祉医療費の助成に関する条例（昭和51年条例第８号）の一部を次のよう

に改正するものとする。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

多治見市福祉医療費の助成に関する条例（昭和51年条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第２項第２号中「所得とする。」の次に「次号において同じ。」を加え、同項

中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次

の１号を加える。 

(３) 65歳以上の特例心身障害者にあっては、本人の前年の所得が特別児童扶養手

当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）第６条に規定する政令で定め

る額以上であるもの 

附 則 

１ この条例は、令和６年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の第３条第２項第３号の規定は、施行日以後の療養の給付等又は医療に関

する給付に係る助成及び支給について適用し、施行日前の療養の給付等又は医療に

関する給付に係る助成及び支給については、なお従前の例による。 
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議第57号 

 

多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例

の一部を改正するについて 

 

多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成28年

条例第６号）の一部を次のように改正するものとする。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部

を改正する条例 

 多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成28年

条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「令和６年３月31日」を「令和８年３月31日」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第２条の規定は、令和６年４月１日から適用する。 
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議第58号 

 

多治見市空家等審議会設置条例の一部を改正するについて 

 

多治見市空家等審議会設置条例（平成28年条例第８号）の一部を次のように改正す

るものとする。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市空家等審議会設置条例の一部を改正する条例 

多治見市空家等審議会設置条例（平成28年条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条中「特定空家等（」を削り、「第２条第２項に規定する特定空家等をいう。）」

を「第13条第１項に規定する管理不全空家等（以下「管理不全空家等」という。）及

び法第２条第２項に規定する特定空家等（以下「特定空家等」という。）」に改める。 

第２条第１号中「特定空家等」を「管理不全空家等及び特定空家等」に改め、同条

中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 (２) 法第13条第２項の規定による勧告に関すること。 

附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 
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議第59号 

 

多治見市下水道条例の一部を改正するについて 

 

多治見市下水道条例（昭和44年条例第30号）の一部を次のように改正するものとす

る。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市下水道条例の一部を改正する条例 

多治見市下水道条例（昭和44年条例第30号）の一部を次のように改正する。 

 第13条の２第２項第２号中「専属」を「選任」に、「責任技術者」を「排水設備工

事責任技術者（以下「責任技術者」という。）」に改め、「氏名」の次に「及び他の事

業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況」を加える。 

 第13条の３第１項第１号中「専属させる」を「選任する」に改める。 

 第13条の５の見出しを「（責任技術者）」に改め、同条第１項中「下水道排水設備工

事責任技術者（以下「責任技術者」という。）」を「責任技術者」に、「専属させ」を

「選任し」に改め、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、岐阜県内における他の事業所について兼任することを妨げない。 

 第17条第１項第11号中「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第１項第11号の改正規定は、

令和７年４月１日から施行する。 
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報第８号 

 

令和５年度多治見市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項の規定により、令和５年

度多治見市一般会計継続費繰越計算書を次のとおり調製したので、これを議会に報告

する。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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報第９号 

 

令和５年度多治見市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、令和５年

度多治見市一般会計繰越明許費繰越計算書を次のとおり調製したので、これを議会に

報告する。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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応

改
修

業
務

委
託

）

地
域

公
共

交
通

対
策

関
係

費
（

地
域

公
共

交
通

計
画

改
定

業
務

委
託

）

１ １ ３ ３ ３ ３

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費
総

務
費

総
務

費

総
務

費

総
務

費

総
務

費

総
務

費
２２ ２２2２ ２

3,
21
2,
00
0

8,
25
0,
00
0

4,
18
0,
00
0

5,
22
9,
00
0

款

総
務

管
理

費

総
務

管
理

費

総
務

管
理

費

総
務

管
理

費

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源

一
般

財
源

２

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費

普
通

財
産

保
全

改
良

事
業

費
（

上
野

町
１

丁
目

地
内

駐
車

場
整

備
工

事
）

新
本

庁
舎

建
設

事
業

費
（

新
本

庁
舎

検
討

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
運

営
支

援
業

務
委

託
及

び
建

設
に

係
る

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
業

務
委

託
）

１ １

4,
00
0,
00
0

5,
00
2,
40
0

項
事

業
名

金
　

　
　

　
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳

4,
00
0,
00
0

総
務

費

総
務

費
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（
単

位
：

円
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源

一
般

財
源

翌
年

度
繰

越
額

４３３ ７６４４

民
生

費

款

商
工

費

農
林

水
産

業
費

衛
生

費

衛
生

費

衛
生

費

民
生

費

１ １ １ ２ １１ １

項

社
会

福
祉

費

社
会

福
祉

費

保
健

衛
生

費

保
健

衛
生

費

保
健

衛
生

費

林
業

費

商
工

費
産

業
文

化
セ

ン
タ

ー
施

設
整

備
費

（
発

電
機

補
修

工
事

）

保
健

保
安

林
整

備
費

（
か

さ
は

ら
潮

見
の

森
芝

生
広

場
ト

イ
レ

更
新

工
事

）

面
的

評
価

関
係

事
務

費
（

自
動

車
騒

音
に

係
る

面
的

評
価

支
援

シ
ス

テ
ム

更
新

業
務

委
託

）

新
型

コ
ロ

ナ
ワ

ク
チ

ン
接

種
事

業
費

（
ワ

ク
チ

ン
接

種
残

務
処

理
事

業
）

保
健

福
祉

医
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

改
修

費
（

９
価

ヒ
ト

パ
ピ

ロ
ー

マ
ウ

イ
ル

ス
ワ

ク
チ

ン
に

係
る

中
間

サ
ー

バ
連

携
対

応
業

務
委

託
）

低
所

得
者

支
援

及
び

定
額

減
税

一
体

的
支

援
事

務
費

低
所

得
者

支
援

及
び

定
額

減
税

一
体

的
支

援
事

業
費

事
業

名
金

　
　

　
　

額

43
,5
19
,0
00

9,
51
8,
00
0

1,
98
0,
00
0

4,
51
8,
00
0

1,
55
1,
00
0

14
,4
17
,0
00

34
2,
50
0,
00
0

10
4,
37
5,
00
0

左
の

財
源

内
訳

51
7,
00
0

1,
98
0,
00
0

39
,1
00
,0
00

4,
41
8,
00
0

9,
51
8,
00
0

34
2,
50
0,
00
0

23
8,
12
5,
00
0

9,
96
9,
88
2

9,
96
9,
88
2

1,
55
1,
00
0

1,
03
4,
00
0

4,
51
8,
00
0

4,
51
8,
00
0

1,
98
0,
00
0

43
,5
18
,0
00

9,
51
8,
00
0
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（
単

位
：

円
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源

一
般

財
源

８８８８８８ ８８

款

土
木

費

土
木

費

土
木

費

土
木

費

土
木

費

土
木

費

土
木

費

土
木

費

２ ２

項

道
路

橋
り

ょ
う

費

道
路

橋
り

ょ
う

費

２ ２ ２ ２ ２ ２

道
路

橋
り

ょ
う

費

道
路

橋
り

ょ
う

費

道
路

橋
り

ょ
う

費

道
路

橋
り

ょ
う

費

道
路

橋
り

ょ
う

費

道
路

橋
り

ょ
う

費

市
道

８
６

０
７

０
３

線
道

路
改

良
事

業
費

（
公

共
）

（
詳

細
設

計
委

託
）

市
道

５
２

２
４

０
０

線
道

路
改

良
事

業
費

（
公

共
）

（
道

路
改

良
工

事
）

若
松

町
交

差
点

改
良

事
業

（
ラ

ウ
ン

ド
ア

バ
ウ

ト
）

費
（

交
差

点
改

良
工

事
）

市
道

３
１

４
３

０
０

線
改

良
事

業
費

（
詳

細
設

計
委

託
）

自
動

車
購

入
費

（
道

路
パ

ト
ロ

ー
ル

車
両

更
新

）

道
路

改
良

事
業

費
（

単
独

）
（

市
道

８
６

１
１

０
７

線
（

笠
原

小
中

学
校

進
入

路
）

改
良

工
事

）

中
央

自
動

車
道

跨
道

橋
撤

去
事

業
費

（
代

替
道

路
設

計
委

託
）

中
央

自
動

車
跨

道
橋

撤
去

事
業

費
（

詳
細

設
計

等
負

担
金

）

事
業

名
金

　
　

　
　

額

64
,0
00
,0
00

19
,0
00
,0
00

6,
77
7,
00
0

55
,0
00
,0
00

68
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

8,
00
0,
00
0

50
,0
00
,0
00

36
,1
00
,0
00

24
,9
05
,0
00

15
,0
00
,0
00

18
,5
00
,0
00

6,
77
7,
00
0

3,
35
0,
00
0

7,
40
0,
00
0

61
,6
50
,0
00

3,
00
0,
00
0

44
,7
00
,0
00

8,
00
0,
00
0

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳

44
,7
00
,0
00

8,
00
0,
00
0

68
,0
00
,0
00

3,
35
0,
00
0

64
,0
00
,0
00

20
,5
95
,0
00

15
,0
00
,0
00

36
,1
00
,0
00

6,
77
7,
00
0

19
,0
00
,0
00

8,
25
0,
00
0
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（
単

位
：

円
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

96
8,
62
1,
00
0

93
9,
13
8,
28
2

15
,7
35
,0
00

30
8,
84
4,
88
2

10
9,
00
0,
00
0

50
5,
55
8,
40
0

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源

一
般

財
源

合
計

８８ 1
0

1
0

1
0

９８８８

款

教
育

費

土
木

費

土
木

費

土
木

費

土
木

費

土
木

費

消
防

費

教
育

費

教
育

費

３ ３ ４

項

４ ５ １ ３ ６ ７

社
会

教
育

費

保
健

体
育

費

河
川

費

河
川

費

都
市

計
画

費

都
市

計
画

費

住
宅

費

消
防

費

中
学

校
費

河
川

維
持

費
（

梅
平

川
護

岸
整

備
工

事
）

か
わ

ま
ち

づ
く

り
事

業
費

（
豊

岡
町

特
殊

堤
モ

ザ
イ

ク
タ

イ
ル

設
置

工
事

）

体
育

施
設

整
備

費
（

滝
呂

球
場

ト
イ

レ
改

修
工

事
）

文
化

財
保

護
セ

ン
タ

ー
施

設
整

備
費

（
文

化
財

保
護

セ
ン

タ
ー

倉
庫

設
置

工
事

）

中
学

校
施

設
改

良
事

業
費

（
陶

都
中

学
校

給
食

用
昇

降
設

備
更

新
工

事
）

個
別

避
難

計
画

関
係

費
（

個
別

避
難

計
画

策
定

業
務

委
託

）

市
営

住
宅

施
設

整
備

費
（

旭
ケ

丘
第

１
団

地
Ｎ

棟
解

体
工

事
）

（
都

）
音

羽
小

田
線

道
路

改
良

事
業

費
（

公
共

）
（

詳
細

設
計

委
託

）

都
市

計
画

基
礎

事
業

費
（

立
地

適
正

化
計

画
見

直
し

業
務

委
託

）

30
,1
00
,0
00

31
,0
37
,0
00

事
業

名
金

　
　

　
　

額

54
,7
03
,0
00

1,
91
9,
00
0

19
,7
45
,0
00

58
,0
00
,0
00

9,
24
0,
00
0

2,
00
0,
00
0

5,
00
0,
00
0

4,
62
0,
00
0

5,
00
0,
00
0

2,
00
0,
00
0

左
の

財
源

内
訳

41
,0
00
,0
00

58
,0
00
,0
00

5,
00
0,
00
0

2,
00
0,
00
0

翌
年

度
繰

越
額

13
,7
03
,0
00

31
,0
37
,0
00

30
,1
00
,0
00

58
,0
00
,0
00

15
,6
34
,0
00

1,
31
1,
00
0

30
,1
00
,0
00

19
,7
45
,0
00

4,
11
1,
00
0

1,
31
1,
00
0

31
,0
37
,0
00

54
,7
03
,0
00

9,
24
0,
00
0

4,
62
0,
00
0
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報第10号 

 

令和５年度多治見市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により、令和５年度

多治見市水道事業会計予算繰越額の使用に関する計画について、繰越計算書をもって

次のとおり報告を受けたので、これを議会に報告する。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

  



16 

  　
地

方
公

営
企

業
法

第
2
6
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額
（

単
位

：
円

）

左
の

財
源

内
訳

損
益

勘
定

留
保

資
金

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

配
水

管
布

設
替

工
事

4
7
,
0
5
0
,
3
0
0

4
7
,
0
5
0
,
3
0
0

4
7
,
0
5
0
,
3
0
0

4
7
,
0
5
0
,
3
0
0

4
7
,
0
5
0
,
3
0
0

4
7
,
0
5
0
,
3
0
0

合
計

令
和

５
年

度
多

治
見

市
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

款
項

事
業

名
予

算
計

上
額

支
払

義
務

発
 
生

 
額

翌
年

度
繰

越
額

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額
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報第11号 

 

令和５年度多治見市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により、令和５年度

多治見市下水道事業会計予算繰越額の使用に関する計画について、繰越計算書をもっ

て次のとおり報告を受けたので、これを議会に報告する。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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地

方
公

営
企

業
法

第
2
6
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額
（

単
位

：
円

）

国
庫

補
助

金
下

水
道

事
業

債
損

益
勘

定
留

保
資

金

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

計
画

に
伴

う
管

更
生

工
事

4
7
,
4
9
0
,
0
0
0

4
7
,
4
9
0
,
0
0
0

1
9
,
7
4
5
,
0
0
0

2
5
,
3
0
0
,
0
0
0

2
,
4
4
5
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

計
画

に
伴

う
管

更
生

工
事

1
3
7
,
7
0
0
,
0
0
0

1
3
7
,
7
0
0
,
0
0
0

5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

8
0
,
9
0
0
,
0
0
0

6
,
8
0
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

下
水

道
管

渠
更

新
工

事
3
2
,
5
0
0
,
0
0
0

3
2
,
5
0
0
,
0
0
0

3
0
,
9
0
0
,
0
0
0

1
,
6
0
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

計
画

に
伴

う
路

面
復

旧
工

事
3
,
5
2
0
,
0
0
0

3
,
5
2
0
,
0
0
0

9
4
9
,
0
0
0

2
,
3
0
0
,
0
0
0

2
7
1
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

生
田

水
管

橋
補

修
工

事
1
0
,
7
0
0
,
0
0
0

1
0
,
7
0
0
,
0
0
0

1
0
,
1
0
0
,
0
0
0

6
0
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

公
共

下
水

道
事

業
に

伴
う

路
面

復
旧

工
事

1
1
,
5
5
0
,
0
0
0

1
1
,
5
5
0
,
0
0
0

1
1
,
0
0
0
,
0
0
0

5
5
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

大
原

西
汚

水
支

線
管

渠
埋

設
工

事
2
7
,
0
0
0
,
0
0
0

2
7
,
0
0
0
,
0
0
0

2
5
,
7
0
0
,
0
0
0

1
,
3
0
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

公
共

下
水

道
事

業
に

伴
う

路
面

復
旧

工
事

1
1
,
1
9
0
,
0
0
0

1
1
,
1
9
0
,
0
0
0

1
0
,
6
0
0
,
0
0
0

5
9
0
,
0
0
0

令
和

５
年

度
多

治
見

市
下

水
道

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

款
項

事
業

名
予

算
計

上
額

支
払

義
務

発
 
生

 
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額
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（
単

位
：

円
）

国
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議第62号 

 

工事請負契約の締結について 

 

多治見市笠原こども園統合整備工事建築工事について、次のとおり工事請負契約を

締結するものとする。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  多治見市笠原こども園統合整備工事 建築工事 

２ 契 約 の 方 法  事後審査型制限付き一般競争入札 

３ 契 約 金 額  一金 803,000,000円 

４ 契約の相手方  飯田・日興特定建設工事共同企業体 

          代表構成員 多治見市大正町３丁目67番地 

株式会社飯田建設 

    代表取締役 飯田 道広 

             構成員 多治見市三笠町２丁目20番地 

                  日興建設株式会社 

                   代表取締役 山田 一喜 
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議第63号 

 

工事請負契約の締結について 

 

多治見市笠原こども園統合整備工事電気設備工事について、次のとおり工事請負契

約を締結するものとする。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  多治見市笠原こども園統合整備工事 電気設備工事 

２ 契 約 の 方 法  事後審査型制限付き一般競争入札 

３ 契 約 金 額  一金 187,000,000円 

４ 契約の相手方  小境・林特定建設工事共同企業体 

         代表構成員 多治見市錦町３丁目８番地 

小境電気工事株式会社 

代表取締役 小境 啓介 

             構成員 多治見市京町１丁目134番地 

                  株式会社林電機商会 

                   代表取締役 林 浩司 
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議第64号 

 

工事請負契約の締結について 

 

多治見市笠原こども園統合整備工事機械設備工事について、次のとおり工事請負契

約を締結するものとする。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  多治見市笠原こども園統合整備工事 機械設備工事 

２ 契 約 の 方 法  事後審査型制限付き一般競争入札 

３ 契 約 金 額  一金 193,160,000円 

４ 契約の相手方  多治見市前畑町４丁目82番地の１ 

株式会社丸三ポンプ工業所 

代表取締役 稲垣 克三 
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議第65号 

 

工事請負契約の締結について 

 

東濃５市消防指令センター高機能消防指令システム設置工事（個別分 多治見市）

について、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  東濃５市消防指令センター高機能消防指令システム設置工事

（個別分 多治見市） 

２ 契 約 の 方 法  随意契約 

３ 契 約 金 額  一金 220,880,000円 

４ 契約の相手方  恵那市大井町字土々ケ根2628番地の９ 

          中央電子光学株式会社 東濃支店 

           支店長 土本 裕志 
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議第66号 

 

工事請負契約の締結について 

 

笠原小中学校建設工事建築工事について、次のとおり工事請負契約を締結するもの

とする。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  笠原小中学校建設工事 建築工事 

２ 契 約 の 方 法  事後審査型制限付き一般競争入札 

３ 契 約 金 額  一金 4,378,000,000円 

４ 契約の相手方  岐建・吉川・新興特定建設工事共同企業体 

代表構成員 多治見市金岡町４丁目75番地 

岐建株式会社東濃営業所 

 所長 神田 康 

            構成員 多治見市明和町２丁目50番地 

                 株式会社吉川組 

                  代表取締役 吉川 厚志 

            構成員 多治見市陶元町61番地 

                 新興建設株式会社 

                  代表取締役 田中 勝也 
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議第67号 

 

工事請負契約の締結について 

 

笠原小中学校建設工事電気設備工事について、次のとおり工事請負契約を締結する

ものとする。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  笠原小中学校建設工事 電気設備工事 

２ 契 約 の 方 法  事後審査型制限付き一般競争入札 

３ 契 約 金 額  一金 484,000,000円 

４ 契約の相手方  松本・高電特定建設工事共同企業体 

代表構成員 多治見市光ケ丘２丁目29番地 

株式会社松本電気設備 

代表取締役社長 松本 達 

            構成員 多治見市宝町３丁目30番地の２ 

                 株式会社高電 

                  代表取締役 中島 織衣 
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議第68号 

 

工事請負契約の締結について 

 

笠原小中学校建設工事機械設備工事について、次のとおり工事請負契約を締結する

ものとする。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  笠原小中学校建設工事 機械設備工事 

２ 契 約 の 方 法  事後審査型制限付き一般競争入札 

３ 契 約 金 額  一金 668,800,000円 

４ 契約の相手方  池田・大和特定建設工事共同企業体 

代表構成員 多治見市赤坂町６丁目２番地98 

                 株式会社池田産業本店 

本店長取締役 岩村 幸正 

            構成員 多治見市大畑町４丁目86番地 

                 株式会社大和設備 

                  代表取締役 安積 信有 
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議第69号 

 

   物品供給契約の締結について 

 

 ごみ収集車（プレスパッカー車）購入について、次のとおり物品供給契約を締結す

るものとする｡ 

 

  令和６年５月30日提出 

 

多治見市長  髙 木  貴 行  

 

 

１ 契 約 の 目 的  ごみ収集車（プレスパッカー車）購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額  一金 21,428,000円 

４ 契約の相手方  多治見市池田町２丁目86番地 

          協和自動車工業株式会社 

           代表取締役 若尾 淳一  
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議第70号 

 

土地の処分について 

 

次の土地を処分するについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第

８号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 所 在 地 番  多治見市笠原町字森下1647番１の一部、1647番510及び1647番

803 

２ 地 目  山林、宅地 

３ 処分予定面積  8,094.74平方メートル 

４ 処分予定価格  一金 93,898,984円 

５ 処分の相手方  多治見市日ノ出町２丁目15番地 

多治見市土地開発公社 

理事長 鈴木 良平 
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議第71号 

 

岐阜県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３第１項の規定により、岐阜県後期

高齢者医療広域連合規約を次のとおり変更することについて、同法第291条の11の規

定により議会の議決を求める。 

 

  令和６年５月30日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

   岐阜県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約 

 岐阜県後期高齢者医療広域連合規約（平成19年岐阜県指令市町村第1263号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和６年12月２日から施行する。 

 


